
国土審議会水資源開発分科会利根川・荒川部会

議事次第

日 時 ： 平成20年12月11日（木）10:30～

場 所 ： 経済産業省別館各省庁共用1012号会議室

１． 開 会

２． 議 事

(1) 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本

計画の一部変更（案）について

(2) その他

３． 閉 会
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利根川・荒川部会 配付資料

資料１
利根川・荒川部会委員名簿

資料２
「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」
一部変更（案）の概要及び新旧対照表

資料３
変更事業の内容
・八ツ場ダム建設事業
・滝沢ダム建設事業

【参考】
○国土審議会委員名簿
○国土交通省設置法、国土審議会令、国土審議会運営規則
水資源開発分科会における部会設置要綱

○水資源開発促進法
○水資源開発基本計画について
○「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」
（計画決定：平成 20年 7月 4日）



　 （五十音順）

現　　　　　　　　職

委員・
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○ 池淵
いけぶち

　周一
しゅういち

京都大学　名誉教授

藤原
ふじわら

 まり子
こ
 (株) 博報堂生活総合研究所 客員研究員

◎ 丸山
まるやま

　利輔
としすけ

 石川県立大学 学長

　 惠
めぐみ　

　小百合
  さ     ゆ    り 

 江戸川大学社会学部 教授

専門委員 沖
おき

　大幹
たいかん

 東京大学生産技術研究所 教授

　 田辺
た な べ

　眞一
しんいち

 (社) 電力土木技術協会 副会長兼専務理事

苗村
なえむら

　滋
しげ

克
かつ

 (株) 不動テトラ 最高顧問

　 中村
なかむら

　良太
り ょ う た

中村・水と農研究所 代表

　 松本
まつもと

　和雄
か ず お

（財）日本消防設備安全センター 特別参与

　 茂庭
も に わ

　竹生
た け お

 東海大学工学部 教授

　 渡辺
わたなべ

　正孝
まさたか

 慶應義塾大学環境情報学部 教授

（計11名） （◎：部会長　○：部会長代理）

第7回 利根川・荒川部会 委員名簿

平成20年12月11日

氏　　名

資料１
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資料２ 

 

「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」 

一部変更の概要 

 

現行「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」について、以

下の通り、八ツ場ダム建設事業及び滝沢ダム建設事業の諸元の変更が必要であ

るため、一部変更を行うものである。 

 
(1) 八ツ場ダム建設事業 
現行計画に則り国土交通省により事業が行われているところであるが、今

回、群馬県企業局が発電に参画することとなったことから、事業目的に発電

を追加する。 
 

(2) 滝沢ダム建設事業 
現行計画に則り独立行政法人水資源機構により事業が行われているとこ

ろであるが、今回、地すべり対策工を追加実施するため、工期の延長を行う。 
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「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」
（新旧対照表）

現行計画（平成２０年７月４日閣議決定） 変更案

１ 水の用途別の需要の見通し及び供給の目標 １ 水の用途別の需要の見通し及び供給の目標
（略） （現行のとおり）

２ 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項 ２ 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項
（略） （現行のとおり）

（利根川水系） （利根川水系）
(1) （略） (1) （現行のとおり）

(2) 八ッ場ダム建設事業 (2) 八ッ場ダム建設事業
事 業 目 的 この事業は、洪水調節及び流水の正常な機能の維持を図ると 事 業 目 的 この事業は、洪水調節及び流水の正常な機能の維持を図ると

ともに、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県及び東京都の水道 ともに、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県及び東京都の水道
用水並びに群馬県及び千葉県の工業用水を確保するものとす 用水並びに群馬県及び千葉県の工業用水を確保するものとす
る。 る。

なお、八ッ場ダムは発電の用にも併せ供するものとする。
なお、水没関係住民の納得を得るよう努めるものとし、その また、水没関係住民の納得を得るよう努めるものとし、その
生活の安定と地域の長期的な発展のための計画の樹立を図る 生活の安定と地域の長期的な発展のための計画の樹立を図るも
ものとする。 のとする。

事 業 主 体 国土交通省 事 業 主 体 国土交通省
河 川 名 吾妻川 河 川 名 吾妻川
新規利水容量 約86,000千立方メートル 新規利水容量 約86,000千立方メートル

（有効貯水容量約90,000千立方メートル） （有効貯水容量約90,000千立方メートル）
予 定 工 期 昭和42年度から平成27年度まで 予 定 工 期 昭和42年度から平成27年度まで

(3)～(6) （略） (3)～(6) （現行のとおり）

（荒川水系） （荒川水系）
(7) 滝沢ダム建設事業 (7) 滝沢ダム建設事業

事 業 目 的 この事業は、洪水調節及び流水の正常な機能の維持を図ると 事 業 目 的 この事業は、洪水調節及び流水の正常な機能の維持を図ると
ともに、埼玉県及び東京都の水道用水を確保するものとする。 ともに、埼玉県及び東京都の水道用水を確保するものとする。
なお、滝沢ダムは発電の用にも併せ供するものとする。 なお、滝沢ダムは発電の用にも併せ供するものとする。

事 業 主 体 独立行政法人 水資源機構 事 業 主 体 独立行政法人 水資源機構
河 川 名 中津川 河 川 名 中津川
新規利水容量 約49,000千立方メートル 新規利水容量 約49,000千立方メートル

（有効貯水容量約58,000千立方メートル） （有効貯水容量約58,000千立方メートル）
予 定 工 期 昭和44年度から平成19年度まで 予 定 工 期 昭和44年度から平成22年度まで



現行計画（平成２０年７月４日閣議決定） 変更案

この他、既に完成している次の施設の改築を行う。 この他、既に完成している次の施設の改築を行う。
(1)～(3) （略） (1)～(3) （現行のとおり）

上記の事業のほか、既に完成している両水系の水資源開発施設の機能診断を適時 （現行のとおり）
行い、更新・改築計画等を策定し、既存施設の改築等の適正な事業管理を行う。

３ その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項 ３ その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項
(1)～(9) （略） (1)～(9) （現行のとおり）



資料３ 

 

 

 

 

 

「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」 

変更事業の概要 

 

 

 

 八ッ場ダム建設事業 

 滝沢ダム建設事業 
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１．事業概要

○事業主体 国土交通省

○場　　所 群馬県吾妻郡長野原町（利根川水系吾妻川）

○事業内容

変更

１．洪水調節

２．流水の正常な機能の維持 １．～３．　現行のとおり

３．新規利水

・水道用水の供給 ２１．３８９ｍ３／ｓ

群馬県：藤岡市水道（0.25ｍ3/s）

埼玉県：埼玉県水道（0.67ｍ3/s）

東京都：東京都水道（5.22ｍ3/s）

千葉県：千葉県水道（0.99ｍ3/s）

　　　　北千葉広域水道企業団（0.35ｍ3/s）

　　　　印旛郡市広域市町村圏事務組合（0.54ｍ3/s）

茨城県：茨城県水道（1.09ｍ3/s）

（以上通年）

群馬県：群馬県水道（2.00ｍ3/s）

埼玉県：埼玉県水道（9.25ｍ3/s）

東京都：東京都水道（0.559ｍ3/s）

千葉県：千葉県水道（0.47ｍ3/s）

（以上非かんがい期）

・工業用水の供給 ０．８２ｍ３／ｓ

千葉県：千葉地区工業用水道（通年0.47ｍ3/s）

群馬県：東毛工業用水道（非かんがい期0.35ｍ3/s）

４．発電　１１，７００ｋW

新規利水容量８，６００万立方メートル

（有効貯水容量９，０００万立方メートル）

昭和４２年度から平成２７年度

○経緯 昭和４２年 実施計画調査着手

昭和４５年 建設事業着手

平成１９年 本体関連工事（仮排水路）着手

○事業進捗 平成１９年度末までの進捗率は６３％

平成２０年年度は仮排水トンネルおよび本体掘削（準備工）、

付替道路、付替鉄道、代替地等の工事を実施する。

２．位置図

貯水池容量

工期

八ッ場ダム建設事業

現行

事業目的

現行のとおり

現行のとおり

八ッ場ダム
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◆ダム平面図

◆ダム下流面図

付替国道工事（長野原めがね橋）代替地関連工事（一本松地区）

長野原地区

付替鉄道工事（第三吾妻川橋梁）

工事の進捗状況（長野原地区）

◆ダム標準断面図

1
1
6
ｍ

11
6ｍ
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八ッ場ダムの発電について（概要） 
 

1. 発電所の諸元及び位置 

項 目 内 容 

発電事業者 群馬県企業局 

発電形式 完全利水従属式発電 

水車形式 横軸両掛フランシス水車

最大使用水量(m３/s)  13.60 

有効落差(m) 104.94 

最大出力(kW) 11,700 

年間可能発電電力量(MWh) 40,992 

  
八ッ場ダム及び発電所平面図（予定）発電所計画位置図

八ッ場発電所計画位置 

八ッ場ダム 

※発電施設は今後の詳細な検討により変更する場合がある。 

2. 群馬県企業局の発電参画の意義・経緯 

 水力発電所の建設は、資源の乏しい我が国では貴重な純国産エネルギーであり、また

地球温暖化対策が焦眉の課題の現在、ＣＯ２等を排出しない再生可能なクリーンエネル

ギーとして期待されている。 

 一方、八ッ場ダム地点での水力発電は昭和 61 年の「第５次全国包蔵水力※調査」及

び平成８年の「未開発地点開発最適化調査」（いずれも旧通商産業省資源エネルギー庁）

により位置付けられ、群馬県企業局では平成 16 年より本格的に発電計画を検討及び発

電施設設計を実施し、平成 19 年に総合的に事業化の検討を行い、実施可能な計画が策

定できたので、発電参画を決断した。 

※包蔵水力とは、水力発電所として既に利用されているまたは今後利用できる河川や湖沼などの水力水源を電力に

換算したもの 

 

3. 手続き状況 

 平成 19 年 12 月 18 日 ダム使用権設定申請 

 平成 20 年９月 12 日 「八ッ場ダムの建設に関する基本計画 第３回変更」 
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滝沢ダム建設事業 
１．事業概要 
○事業主体     独立行政法人水資源機構 
○場 所      埼玉県秩父市（荒川水系中津川） 
○事業内容 

 現行 変更 
事業目的 １．洪水調節 

２．流水の正常な機能の維持 

３．新規利水 

・水道用水の供給 ４．６０ｍ３／ｓ 

  埼玉県：埼玉県水道(3.74m3/s) 

  東京都（0.86m3/s） 

４．発電３，４００kw 

現行のとおり 

 

 

 

 

 

 

貯水池容量 新規利水容量４，９００万立方メートル 

（都市用水利水容量・非洪水期） 

２，０５０万立方メートル 

（都市用水利水容量・洪水期） 

(有効貯水容量５，８００万立方メートル) 

現行のとおり 

工期 
 

昭和４４年度から平成１９年度 昭和４４年度から平成２２年度 

○経緯       昭和４４年    実施計画調査着手 

          昭和４５年    建設事業着手 

          昭和５１年    事業実施計画認可 

                   事業承継 

          平成１１年    本体工事着手 

          平成１７年    試験湛水開始 

          平成２０年    施設管理規程認可 

○事業進捗     平成１９年度までの進捗率は９６．６％ 

          平成２０年度は試験湛水に伴う観測・地すべり対策工事を実施する。 

 
２．位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滝沢ダム 
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◆ダム平面図                ◆ダム標準断面図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事の進捗状況     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

424m

424m

1
3
2
m

1
3
2
m

ダム天端　標高568m

ダム天端　標高568m

標高436m

標高436m

下流側から 

上流側から 
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地すべりに伴う滝沢ダムの工期の変更について（概要） 

 

１．地すべりの事前調査及び対策の実施 

 滝沢ダムについては、貯水池周辺にて大規模な地すべり地形が見られることから、

地すべり対策工の必要性が認識されていた。ダム本体着工に先だって、昭和61年度か

ら、専門家の助言等も踏まえ、当時の最新の知見を取り入れた、地形・地質調査等（空

中写真判読、現地踏査、ボーリング調査等）及びそれに基づく地すべり対策工を実施

した。 

 

２．試験湛水中の斜面変状の発生と対応 

ダム本体工事が完了し、試験湛水をH17.10～H20.3までの計画で行っていたところ、

事前調査において予測されなかった位置で、以下の通り変状が発生し、必要な対応を

行った。 

①試験湛水水位上昇時 

斜面(①・②)に変状を確認(H17.11及びH19.5)。対策として押さえ盛土工やアン

カー工等を実施した。 

②試験湛水水位降下時 

H20.3の最高水位への到達後、最低水位に向けて水位降下させていたところ、貯

水池斜面(③～⑨)で変状を確認したため、H20.5から貯水池水位を維持している。

現在は、継続的に調査・計測を実施するとともに、H20.6より「滝沢ダム貯水池斜

面対策検討会」(座長：中村浩之東京農工大学名誉教授)を設置し、対策工の検討等

を進めている。 

なお、斜面(⑧・⑨)については、現在も引き続き変状が進行しており、国道140

号線並びに秩父市道の保全を第一に考慮し、応急対策として、道路下方のアンカー

工を実施した。 

 

３．今後必要な対策 

④については新たな対策は不要であるが、③及び⑤～⑨について、対策実施の優先

順位の高い斜面から、逐次斜面の変状を抑制する対策工を実施する。特に、現在も変

状が進行している斜面(⑧・⑨)については、その安定性の確保を考慮し、工事制限水

位を設け水位を維持しながら、段階的に対策工を実施することが必要である。 

また、対策工の進捗を踏まえつつ、水位降下(試験湛水)を再開し、最低水位までの

一連の水位を経験させ、貯水池周辺地山の安全性を確認する必要がある。水位降下に

あたっては、現在予測できない斜面変状の有無の確認や、斜面⑦における適切な対策

工の精査のため、必要な監視・計測を実施するとともに、検討会の助言や流況等を考

慮しつつ、H21.8頃までに計画的に最低水位まで降下させることとする。 

なお、最低水位到達後も、ダム運用を行いながら、引き続き対策工をH22.10頃まで

実施する。 

 

以上より、滝沢ダム建設事業の工期を「平成19年度まで」から「平成22年度まで」に変

更する。 
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滝沢ダム試験湛水状況

平成20年12月5日 533.67
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貯水位(EL.m)

平成17年度 平成18年度 平成19年度

サーチャージ水位　（常時満水位）　EL.565.0m

洪水期制限水位　EL.537.0m

最低水位　EL.495.0m

0時現在　EL.． m

洪水期(7/1-9/30） 洪水期(7/1-9/30）

平成20年度

洪水期(7/1-9/30）

H20.3.30
最高水位（EL.565m）に到
達。H20.4.1から水位低下
移行。

H20.5.10～
斜面安定確保のため
水位維持。

H18.1.19～8.18
斜面安定確保のため水位低下、水位維持。
H18.1.20～8.17
押え盛土工による対策工。

H17.11.2
①Ｌ22地区変状確
認。

H19.5.1
②L20上流地区変状確認。
同年5.13崩落。

H19.5.10～8.30
斜面安定確保のため水位
低下、水位維持。
H19.5.16～8.29
アンカー工による対策工。

　　　　　　貯水位実績（ｍ）

発生日 地区名 変状の状況 対策方針

H20. 4. 3 ③ノウ沢下流地区 市道に亀裂、沈下 アンカー工

H20. 4.13 ④Ｌ２２下流地区の亀裂 国道直下里道に亀裂 対策不要

H20. 4.14 ⑤遊仙橋地区 市道に亀裂、沈下 アンカー工

H20. 4.15 ⑥中津川大橋左右岸の小崩落 斜面表層の小崩落 コンクリート吹付

H20. 5. 7 ⑦滝ノ沢中央地区 国道歩道部に陥没 アンカー工

H20. 5. 9 ⑧滝ノ沢下流地区 管理用道路に亀裂 アンカー工

H20. 6.13 ⑨向山上流地区 市道下部斜面に亀裂 アンカー付土留杭工等





現地の概要

⑦滝ノ沢中央地区（Ｌ２１ブロック）

・地すべりブロック全景

・既対策工の概要

・国道歩道部分の陥没状況

・変状発生日

Ｈ２０．５．７

・変位の状況

開口亀裂が国道下に確認された。
また、水位変動中に累積約２cm（孔内傾斜
計）の変位が認められた。（優先順位の高い
２地区とは変位のオーダーが小さい。）
現在、変位はしていないが、ブロックの末端
部が現在の維持水位よりも下と判断されて
いるため、引続き水位を下げ、斜面の監視・
計測行い、必要となる対策を実施する。

赤線で囲った範囲が１’次すべりのブロック
を示す。

国道140号歩道上のアスファルト舗装が直
径約40cmほど陥没している。

鋼管杭と押え盛土工及び集水井工と排水
ボーリング工の対策を行っている。
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・調査ボーリング

　　　２孔

・今後の対策工

　　　①最低水位EL.495.0mまで水位降下を行い、孔内傾斜計等による斜面の監視・計測行い、１’

　 　　　次すべり規模を確定する。

　　　②１’次すべりに対し必要となるアンカー工を施工する。
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⑧滝ノ沢下流地区（Ｌ２０ブロック下流）

・地すべりブロック全景

・既対策工の概要

試験湛水前の対策は特に行っていない。

（水面上部にある既設法枠は工事用道路造

成に伴う法面保護のためのものであり、地す

べり対策工ではない。）

・管理用道路の亀裂状況

・変状発生日

Ｈ２０．５．９

・変位の状況

・応急対策工

赤線で囲った範囲が地すべりブロックを示
す。

管理用道路に地すべり頭部を示唆する亀裂
が認められ、道路盤に段差を伴った亀裂が
生じている。

地すべり後、応急対策として、国道下方に、
国道部分の土塊を抑止するアンカー工2段
を実施した。

水位維持中において、最大で0.5cm／日（水
準測量）の沈下が認められた。
現在においても、1.5cm/月程度の沈下が認
められ、最大部で累積約13.5ｃｍと考えられ
る。

国道140号
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・調査ボーリング

　　　６孔（上記断面では４孔。）

・今後の対策工

　　　①斜面に対し、現水位EL.533.6mで施工できるアンカー工を実施する。

　　　②水位をEL.520.0mまで降下させ、斜面に対し残りのアンカー工を実施する。

　　　③最低水位EL.495.0mまで降下させ、斜面の安全性を確認する。
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■　滝沢ダム試験湛水　新計画（案）および対策工事工程について

工事 工事箇所 ブロック名 地すべり対策工　施工状況

【ノウ沢地区地すべり対策工事】

③ ノウ沢下流 R-23

⑥ 中津川大橋 －

【遊仙橋地区地すべり対策工事】

⑤ 遊仙橋 R-20

【滝ノ沢中央地区地すべり対策工事】

⑦ 滝ノ沢中央 L-21

【滝ノ沢・向山地区応急復旧工事】

⑧ 滝ノ沢下流 L-20下流

⑨ 向山上流 R-16下
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貯水位(EL.m)
洪水期 貯水位実績 (m)

工事制限水位 制限水位(計画)
サーチャージ水位　（常時満水位）　EL.565.0m

洪水期制限水位 EL.537.0m

最低水位　EL.495.0m

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

工事制限水位(E.L.533.6)

工事制限水位(E.L.520.0)

工事制限水位(E.L.537.0)

<　凡　例　>
　　　　　：E.L.565.0以上の工事
          ：E.L.537.0以上の工事
          ：E.L.533.0付近の工事
          ：E.L.533.0～520.0の工事



参考 
 
 
 
 

 国土審議会 委員名簿 

 

 国土交通省設置法、国土審議会令、国土審議会運営規則、 

水資源開発分科会における部会設置要綱 

 

 水資源開発促進法 

 

 水資源開発基本計画について 

 

 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画 
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国土審議会委員名簿 （平成２０年１０月２２日現在） 
 

１．衆議院議員のうちから衆議院が指名する者（６人） 

 近藤 昭一  衆議院議員 

 杉浦 正健  衆議院議員 

 中谷 元  衆議院議員 

 野田 佳彦  衆議院議員 

 細田 博之  衆議院議員 

 保岡 興治  衆議院議員 

２．参議院議員のうちから参議院が指名する者（４人） 

 大石 正光  参議院議員 

 加藤 敏幸  参議院議員 

 鈴木 政二  参議院議員 

 吉村 剛太郎  参議院議員 

３．学識経験を有する者（２０人以内） 

  岩崎 美紀子  筑波大学大学院人文社会科学研究科教授 

 植本 眞砂子  全日本自治団体労働組合副中央執行委員長 

 大西 隆  東京大学先端科学技術研究センター教授 

◎ 岡村 正  (株)東芝取締役会長 

 神尾 隆  トヨタ自動車(株)相談役  (社)中部経済連合会副会長 

 川勝 平太  静岡文化芸術大学学長 

 清原 慶子  三鷹市長 

 小谷部 育子  日本女子大学家政学部教授 

 崎田 裕子  ジャーナリスト、環境カウンセラー 

 生源寺 眞一  東京大学大学院農学生命科学研究科長 

 神野 直彦  東京大学大学院経済学研究科教授 

 丹保 憲仁  北海道大学名誉教授 

 千野 境子  産経新聞社特別記者 

 津村 準二  東洋紡績(株)代表取締役会長  (社)関西経済連合会副会長 

 藤原 まり子  (株)博報堂生活総合研究所客員研究員 

 御厨 貴  東京大学先端科学技術研究センター教授 

 虫明 功臣  福島大学理工学群教授 

○ 森地 茂  政策研究大学院大学教授 

  矢田 俊文  北九州市立大学学長 
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○国土審議会水資源開発分科会 委員名簿 
 
１．委員  

 藤原 まり子  （株）博報堂生活総合研究所客員研究員 

◎ 虫明 功臣  福島大学理工学群教授 

 

２．特別委員  

 飯嶋 宣雄  東京水道サービス(株) 代表取締役社長 

○ 池淵 周一  京都大学 名誉教授 

 楠田 哲也  北九州市立大学大学院国際工学研究科 教授 

 佐々木 弘  神戸大学 名誉教授 

 槇村 久子  京都女子大学現代社会学部 教授 

 丸山 利輔  石川県立大学 学長 

 村岡 浩爾  （財）日本地下水理化学研究所 理事長 

 惠 小百合  江戸川大学社会学部 教授 

 山本 和夫  東京大学環境安全研究センター 教授 
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○国土交通省設置法（平成十一年七月十六日法律第百号）（抄） 

 
第三章 本省に置かれる職及び機関  
第二節 審議会等  
第一款 設置  

 
第六条 本省に、次の審議会等を置く。 

国土審議会 
社会資本整備審議会 
交通政策審議会 
運輸審議会  

２ （略） 
 

第二款 国土審議会  
 
（所掌事務）  

第七条 国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。  
一 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本

的な政策について調査審議すること。  
二 国土形成計画法（昭和二十五年法律第二百五号）、国土利用計画法、首都圏整備法（昭

和三十一年法律第八十三号）、首都圏近郊緑地保全法（昭和四十一年法律第百一号）、

近畿圏整備法（昭和三十八年法律第百二十九号）、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発

区域の整備及び開発に関する法律（昭和三十九年法律第百四十五号）、近畿圏の保全区

域の整備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号）、中部圏開発整備法（昭和四十一

年法律第百二号）、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関す

る法律（昭和四十二年法律第百二号）、北海道開発法（昭和二十五年法律第百二十六号）、

土地基本法（平成元年法律第八十四号）、地価公示法、国土調査法（昭和二十六年法律

第百八十号）、国土調査促進特別措置法（昭和三十七年法律第百四十三号）、水資源開

発促進法（昭和三十六年法律第二百十七号）、低開発地域工業開発促進法（昭和三十六

年法律第二百十六号）及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させら

れた事項を処理すること。 
 
（組織）  

第八条 国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で

組織する。  
一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 六人  
二 参議院議員のうちから参議院が指名する者 四人  
三 学識経験を有する者 二十人以内  

２ 前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
３ 委員は、再任されることができる。  
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４ 委員は、非常勤とする。  
 
（会長）  

第九条 国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。  
２ 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。  
３ 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定

めておかなければならない。  
 
（特別委員）  
第十条 特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。  
２ 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の

議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任

命する。  
３ 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき

は、解任されるものとする。  
４ 第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。  
 
（資料提出の要求等）  

第十一条 国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関

係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の

開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。  
 
（政令への委任）  

第十二条 この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議

会に関し必要な事項は、政令で定める。  
 

附 則 （抄） 
 
（施行期日） 
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施

行の日〔平成十三年一月六日〕から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の

日から施行する。  
 
（国土審議会の所掌事務の特例） 
第五条 国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲

げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させら

れた事項を処理する。 
期  限 法  律 

平成二十四年三月三十一日 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 
平成二十五年三月三十一日 離島振興法 
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山村振興法 平成二十七年三月三十一日 
半島振興法 

総合的な国土の形成を図るた

めの国土総合開発法等の一部

を改正する等の法律（平成十

七年法律第八十九号）附則第

六条に規定する日 

総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の

一部を改正する等の法律附則第六条の規定によりなお

その効力を有するものとされる旧東北開発促進法（昭

和三十二年法律第百十号）、旧九州地方開発促進法（昭

和三十四年法律第六十号）、旧四国地方開発促進法（昭

和三十五年法律第六十三号）、旧北陸地方開発促進法

（昭和三十五年法律第百七十一号）及び旧中国地方開

発促進法（昭和三十五年法律第百七十二号） 
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○ 国土審議会令（平成十二年六月七日政令第二百九十八号） 

 
（専門委員）  

第一条 国土審議会（以下「審議会」という。）に、専門の事項を調査させるため必要

があるときは、専門委員を置くことができる。  
２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が

任命する。  
３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、

解任されるものとする。  
４ 専門委員は、非常勤とする。  
 
（分科会）  
第二条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、

審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権

限に属させられた事項を処理することとする。 
名 称 法 律 の 規 定 

国土利用計画法（昭和四十九年法律第九十二号）第十三条第

二項 
土地基本法（平成元年法律第八十四号）第十条第三項及び第

十九条 
地価公示法（昭和四十四年法律第四十九号）第二十六条の二

国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第十二条 

土地政策分科会 

国土調査促進特別措置法（昭和三十七年法律第百四十三号）

第三条第六項において読み替えて準用する同条第一項 
北海道開発分科会 北海道開発法（昭和二十五年法律第百二十六号）第四条 
水資源開発分科会 水資源開発促進法（昭和三十六年法律第二百十七号）第三条

第一項、第四条第一項（同条第五項において準用する場合を

含む。）並びに第六条第一項及び第二項 
豪雪地帯対策分科会 豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第

二条第一項及び第二項、第三条第一項（同条第四項において

準用する場合を含む。）並びに第五条 
２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、国土交通大臣が指

名する。  
３ 分科会に属すべき専門委員は、会長が指名する。  
４ 分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員のうちから当該

分科会に属する委員及び特別委員がこれを選挙する。  
５ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。  
６ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分

科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  
７ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とするこ
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とができる。  
 
（部会）  

第三条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。  
２ 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあ

っては、分科会長）が指名する。  
３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委員の互選により選任する。  
４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。  
５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は特別委員のうちから部会長

があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  
 
（幹事）  

第四条 審議会に、幹事を置く。  
２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。  
３ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。  
４ 幹事は、非常勤とする。  
 
（議事）  

第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の二分の一以上が出席しなけれ

ば、会議を開き、議決することができない。  
２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半

数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  
３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。  
 
（庶務）  

第六条 審議会の庶務は、国土交通省国土計画局総務課において総括し、及び処理する。

ただし、次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に

掲げる課において処理する。 
分 科 会 課 

土地政策分科会 国土交通省土地・水資源局総務課 
北海道開発分科会 国土交通省北海道局総務課 
水資源開発分科会 国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課 
豪雪地帯対策分科会 国土交通省都市・地域整備局地方整備課 

 
（雑則）  

第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。  
 
附 則   

（施行期日） 
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第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施

行の日〔平成十三年一月六日〕から施行する。  
 
（分科会の特例） 

第二条 審議会に、第二条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄

に掲げる日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分

科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げ

る法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの

分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲げる課において処理する。この場合にお

いて、同条第二項中「前項の表の上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第二

条第一項の表の分科会の欄」と読み替えるものとする。 
期 限 分科会 法律の規定 課 

平成二十四年

三月三十一日 
特殊土壌地

帯対策分科

会 

特殊土壌地帯災害防除及び

振興臨時措置法（昭和二十

七年法律第九十六号）第二

条第一項、第三条第一項及

び第五条 

国土交通省都市・地域整

備局地方整備課 

平成二十五年

三月三十一日 
離島振興対

策分科会 
離島振興法（昭和二十八年

法律第七十二号）第二条第

一項、第三条第三項（同条

第五項において準用する

場合を含む。）及び第二十

一条 

国土交通省都市・地域整

備局離島振興課 

平成二十七年

三月三十一日 
山村振興対

策分科会 
山村振興法（昭和四十年法

律第六十四号）第七条第一

項及び第二十二条 

国土交通省都市・地域整

備局地方整備課 

２ 前項の場合において、山村振興対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会の庶務は、

農林水産省農村振興局企画部農村政策課の協力を得て処理するものとする。 
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○国土審議会運営規則 
 
 （趣旨）  
第１条 国土審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その他審議会の運営に関

し必要な事項は、国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号）及び国土審議会

令（平成１２年政令第２９８号）に規定するもののほか、この規則の定めるところ

による。  
 
 （招集） 
第２条 審議会の会議は、会長（会長が選任されるまでは、国土交通大臣）が招集す

る。 
２ 前項の場合においては、委員並びに議事に関係のある特別委員及び専門委員に対

し、あらかじめ、会議の日時、場所及び調査審議事項を通知しなければならない。  
 
 （書面による議事） 
第３条 会長は、やむを得ない理由により審議会の会議を開く余裕のない場合におい

ては、事案の概要を記載した書面を委員及び議事に関係のある特別委員に送付し、

その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることが

できる。  
 
（会議の議事） 
第４条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。 
２ 会長は、審議会の会議の議事について、議事録を作成する。  
 
 （議事の公開） 
第５条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があ

るときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。 
２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものと

する。 
３ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若し

くは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、

議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。  
 
 （分科会への意見聴取） 
第６条 会長は、審議会の議決に関し、必要があると認めるときは、関係する分科会 
（第７条第１項の付託に係る分科会の上申について議決を行う場合には、当該分科

会を除く。）に意見を聴くものとする。  
 
（分科会） 

第７条 会長は、分科会の所掌事務に関して諮問を受けた場合には、調査審議事項を

当該分科会に付託するものとする。ただし、やむを得ない理由により分科会に付託
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することができないときは、この限りでない。 
２ 分科会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とする。 
３ 会長は、前項の議決に関し、国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本

的な政策又は他の分科会の所掌事務との調整を必要とすると認める場合を除き、同

項の同意をするものとする。 
４ 会長は、第２項の同意をしたときは、必要に応じて、当該同意に係る議決を審議

会に報告するものとする。 
５ 第２条から第５条までの規定は、分科会の議事に準用する。この場合において、

これらの規定中「会長」とあるのは「分科会長」と、第２条第１項中「国土交通大

臣」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。  
 
 （部会） 
第８条 会長（分科会に置かれる部会にあっては分科会長）は、必要があると認める

場合には、調査審議事項を部会に付託することができる。 
２ 第２条から第５条までの規定は、部会の議事に準用する。この場合において、こ

れらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、第２条第１項中「国土交通大臣」

とあるのは「審議会に置かれる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっ

ては分科会長」と読み替えるものとする。 
 
 （雑則） 
第９条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の議事の手続その他

審議会、分科会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は

部会長が定める。  
 
 
 附則（平成１３年３月１５日国土審議会決定） 
  この規則は、平成１３年３月１５日から施行する。 
 
 附則（平成１７年１２月１６日国土審議会決定） 
  改正後のこの規則は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部

を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成１７年政令第

３７５号）の施行の日から施行する。 
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○水資源開発分科会における部会設置要綱 

 
 

平 成 １ ３ 年 ８ 月 ２ １ 日 

第１回水資源開発分科会決定 

 

 

 

（設置） 

１． 国土審議会令（平成１２年政令第２９８号）第３条第１項の規定に基づき、水

資源開発分科会（以下「分科会」という。）に利根川・荒川部会、豊川部会、木

曽川部会、淀川部会、吉野川部会、筑後川部会及び調査企画部会（以下「各部

会」という。）を置く。 

 

（任務） 

２． 利根川・荒川部会は利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画（以

下「基本計画」という。）について、豊川部会は豊川水系における基本計画につ

いて、木曽川部会は木曽川水系における基本計画について、淀川部会は淀川水

系における基本計画について、吉野川部会は吉野川水系における基本計画につ

いて、筑後川部会は筑後川水系における基本計画について、調査企画部会は各

水系の基本計画に共通する事項等について調査審議し、その結果を分科会に報

告する。 

 

（庶務） 

３． 各部会の庶務は、国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課において処

理する。 

 

（雑則） 

４． この要綱に定めるもののほか、各部会の議事及び運営に関し必要な事項は、部

会長が定める。 

 

（附則） 

 この要綱は平成１３年８月２１日から施行する。 
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○水資源開発促進法（昭和三十六年十一月十三日法律第二百十七号） 

 

（目的）  

第一条  この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とす

る地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水 系

における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成

長と国民生活の向上に寄与することを目的とする。  

 

（基礎調査）  

第二条  政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の

規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければなら

ない。  

２  国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要

な調整を行ない、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求め

ることができる。  

 

（水資源開発水系の指定）  

第三条   国土交通大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に

実施する必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣そ 

の他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴

いて、当該地域に対する用水の供給を確保するため水資源の総合的な開発及び利用の

合理化を促進する必要がある河川の水系を水資源開発水系として指定する。  

２  厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し前

項に規定する必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、水資源開発水系の指

定を求めることができる。  

３  国土交通大臣が水資源開発水系の指定をするには、閣議の決定を経なければなら

ない。  

４  国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、これを公示しなければな

らない。  

 

（水資源開発基本計画）  

第四条   国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、厚生労働大臣、農林

水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事 

及び国土審議会の意見を聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発

及び利用の合理化の基本となるべき水資源開発基本計画（以下「基本計画」 という。）

を決定しなければならない。  

２  国土交通大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。  

３  基本計画には、治山治水、電源開発及び当該水資源開発水系に係る後進地域の開

発について十分の考慮が払われていなければならない。  

４  国土交通大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示しなければならない。  

５  前四項の規定は、基本計画を変更しようとするときに準用する。  
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６  厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必

要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、基本計画の変更を求めることができ

る。  

 

第五条  基本計画には、次の事項を記載しなければならない。  

一  水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標  

二  前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項  

三  その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項  

 

（国土審議会の調査審議等）  

第六条  国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に

関する重要事項について調査審議する。  

２  国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣又は関係行政機

関の長に対し、意見を申し出ることができる。  

３  関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に

出席して、意見を述べることができる。  

 

第七条から第十一条まで  削除  

 

（基本計画に基づく事業の実施）  

第十二条  基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律（これに基づく命令を含

む。）の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施

するものとする。  

 

（基本計画の実施に要する経費）  

第十三条  政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の

確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。  

 

（損失の補償等）  

第十四条  基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に

対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和三八年七月一〇日法律第一二九号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和四〇年六月二九日法律第一三八号） 抄  
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（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。そぞし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこ

えない範囲内において政令で定める日から施行する。  

一及び二  略  

三  附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定  

 

   附 則 （昭和四一年七月一日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和四九年六月二六日法律第九八号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

（経過措置） 

第五十五条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地

鑑定委員会並びに その委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議

会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委

員及び特別 委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一

性をもつて存続するものとする。  

 

   附 則 （昭和五三年五月二三日法律第五五号） 抄  

（施行期日等） 

１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。  

一  略  

二  第一条（台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。）及び第六条から第九条

までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに

第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三

十一日までの間において政令で定める日  

（経過措置） 

３ 従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開

発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会

長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁

の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。  

 

   附 則 （昭和五八年一二月二日法律第七八号）  

１  この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。  

２ この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この

法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定

に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに
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関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関

し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。  

 

   附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の

施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。  

二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並び

に第三十条の規定 公布の日  

（職員の身分引継ぎ） 

第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚

生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下

この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法

律第百 二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、

日本工業標準調査会の会長及び委員並びにこれらに類する者として政令で定めるも

のを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、

この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労

働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新

府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際

現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新

府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員と

なるものとする。  

（別に定める経過措置） 

第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要と

なる経過措置は、別に法律で定める。  

 

   附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行す

る。  

 

   附 則 （平成一四年一二月一八日法律第一八二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。  

一  附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十

五年十月一日  
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○水資源開発基本計画について 

 

(1) 水資源開発促進法及び水資源開発基本計画の概要 

 

昭和３６年に制定された水資源開発促進法では、産業の開発又は発展及び都市人口の増

加に伴い用水を必要とする地域において、広域的な用水対策を緊急に実施する必要がある

場合に、その地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系を水資源開発水系（以

下、「指定水系」という。）として指定し、当該地域（以下、「フルプラン地域」という。）

における水資源開発基本計画（以下、「フルプラン」という。）を定めることとされている。 

指定水系は、国土交通大臣が厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行

政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、閣議の決

定を経て指定される。また、フルプランについても、同様の手続きにより決定、変更され

る。 

現在、指定水系は７水系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川）であ

り、利根川水系と荒川水系を一緒にして６つのフルプランが決定されている。 

 また、フルプランには、①水の用途別の需要の見通し及び供給の目標、②供給の目標を

達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項、③その他水資源の総合的な開発及

び利用の合理化に関する重要事項の３つを記載することとされている。 

  

 

○水資源開発基本計画の策定手続き 

 

原案の作成 
  国土交通省 
  水資源部 

協 議 
 ・厚生労働大臣 
 ・農林水産大臣 
 ・経済産業大臣 
 ・その他行政機関の長 

意見聴取 
 関係都府県知事 

意見聴取 
 国土審議会水資源開発分科会 

閣

議

の

決

定

国
土
交
通
大
臣
の
決
定

官

報

告

示
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 ○水資源開発水系 

筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系

豊川水系

筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系

豊川水系

 

  
 (2) 水資源開発基本計画の変更に関するこれまでの経緯 

平成１３年１月の省庁再編後の、国土審議会水資源開発分科会及び各部会、変更の閣

議決定の経緯は以下のとおり。 

 

水資源開発分科会及び変更の閣議決定 

     議事内容 

平成 13 年  ８月 21 日 水資源開発分科会 

（第１回） 

利根川・荒川水系の一部変更 

淀川水系の一部変更 

(平成 13 年９月 14 日閣議決定) 

平成 13 年 12 月 13 日 水資源開発分科会 

（第２回） 

吉野川水系の全部変更 

(平成 14 年２月 15 日閣議決定) 

平成 14 年 10 月 31 日 水資源開発分科会 

（第３回） 

利根川・荒川水系の一部変更 

(平成 14 年 12 月 10 日閣議決定) 

平成 16 年  ５月 31 日 水資源開発分科会 

（第４回） 

木曽川水系の全部変更 

(平成 16 年６月 15 日閣議決定) 

平成 17 年  ３月 24 日 水資源開発分科会 

（第５回） 

筑後川水系の全部変更 

(平成 17 年４月 15 日閣議決定) 
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平成 18 年  ２月 ３日 水資源開発分科会 

（第６回） 

豊川水系の全部変更 

(平成 18 年２月 17 日閣議決定) 

平成 19 年  12 月 13 日 水資源開発分科会 

（第７回） 

利根川・荒川水系の全部変更 

(平成 20 年７月４日閣議決定) 

平成 20 年 ３月 18 日 水資源開発分科会 

（第８回） 

豊川水系の一部変更 

木曽川水系の一部変更 

(平成 20 年６月３日閣議決定) 

平成 20 年 ６月 30 日 水資源開発分科会 

（第９回） 

淀川水系の全部変更 

 

 

各部会 

    利 豊 木 淀 吉 筑 調

平成 13 年 10 月 19 日 第１回吉野川部会     ○   

 11 月 ９日 第２回吉野川部会     ○   

平成 14 年  １月 23 日 第１回利根川・荒川部会 ○       

 ５月 ９日 第２回利根川・荒川部会 ○       

 ５月 21 日 第１回淀川部会    ○    

 10 月 16 日 第３回利根川・荒川部会 ○       

 10 月 31 日 第２回淀川部会    ○    

 11 月 ８日 第１回豊川部会  ○      

平成 15 年  ３月 27 日 第１回筑後川部会      ○  

 ７月 ４日 第１回木曽川部会   ○     

平成 16 年  ４月 13 日 第２回木曽川部会   ○     

 ５月 12 日 第３回木曽川部会   ○     

平成 17 年  ２月 10 日 第２回筑後川部会      ○  

 ３月 15 日 第３回筑後川部会      ○  

 12 月 ８日 第２回豊川部会  ○      

平成 18 年  １月 19 日 第３回豊川部会  ○      

平成 19 年  ６月 18 日 第４回利根川・荒川部会 ○       

 ８月 ９日 第５回利根川・荒川部会 ○       

 10 月 31 日 第６回利根川・荒川部会 ○       

 11 月 26 日 第３回淀川部会    ○    

平成 20 年 ２月 25 日 第４回淀川部会    ○    

 ３月 ６日 第４回豊川部会 

第４回木曽川部会 

 ○  

○ 

    

 ３月 ７日 第１回調査企画部会       ○

 ３月 18 日 第２回調査企画部会       ○

 ４月 24 日 第５回淀川部会    ○    

 ６月 ６日 第３回調査企画部会       ○

 ６月 13 日 第６回淀川部会    ○    
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 ６月 17 日 第３回吉野川部会     ○   

 ６月 27 日 第４回調査企画部会       ○

 ８月 １日 第５回調査企画部会       ○

 ８月 29 日 第６回調査企画部会       ○

 12 月 11 日 第７回利根川・荒川部会 ○       
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利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画 

 

平成20年7月 4 日 閣議決定 

 

１ 水の用途別の需要の見通し及び供給の目標 

利根川水系及び荒川水系に各種用水を依存している茨城県、栃木県、

群馬県、埼玉県、千葉県及び東京都の諸地域において、平成27年度を目

途とする水の用途別の需要の見通し及び供給の目標は、おおむね次のと

おりである。 

また、経済社会の諸動向並びに水資源開発の多目的性、長期性及び適

地の希少性に配慮しつつ、これらを必要に応じて見直すものとする。 

 (1) 水の用途別の需要の見通し  

水の用途別の需要の見通しは、計画的な生活・産業基盤の整備、地

盤沈下対策としての地下水の転換、不安定な取水の安定化、合理的な

水利用等を考慮し、おおむね次のとおりとする。 

この両水系に水道用水または工業用水を依存している諸地域にお

いて、水道事業及び工業用水道事業がこの水系に依存する需要の見通

しは毎秒約 176 立方メートルである。このうち、この両水系に水道用

水を依存している諸地域において、水道事業が依存する需要の見通し

は毎秒約 147 立方メートルであるとともに、この両水系に工業用水を

依存している諸地域において、工業用水道事業が依存する需要の見通

しは毎秒約28立方メートルである。 

また、利根川水系に農業用水を依存している栃木県の諸地域におい

て、農業生産の維持及び増進を図るために増加する農業用水の需要の

見通しは毎秒約0.3立方メートルである。 

(2) 供給の目標 

これらの水の需要に対し、近年の降雨状況等による流況の変化を踏

まえた上で、地域の実情に即して安定的な水の利用を可能にすること
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を供給の目標とする。このため、２に掲げる施設整備を行う。 

２に掲げる水資源開発のための施設とこれまでに整備した施設等

により、供給が可能と見込まれる水道用水及び工業用水の水量は、近

年の 20 年に２番目の規模の渇水時における流況を基にすれば毎秒約

169 立方メートルとなる。なお、計画当時の流況を基にすれば、その

水量は毎秒約197立方メートルである。 

また、農業用水の増加分である毎秒約0.3立方メートルを湯西川ダ

ムにより供給する。 

 

２ 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項 

先に示された供給の目標を達成するために次の施設整備を行う。 

なお、社会経済情勢の変化を踏まえ、今後も事業マネジメントの徹底、

透明性の確保、コスト縮減等の観点を重視しつつ施設整備を推進するも

のとする。 

(利根川水系) 

(1) 思川開発事業 

事 業 目 的 

 

 

 

 

 

事 業 主 体 

河 川 名 

南 摩 ダ ム 

新規利水容量 

予 定 工 期 

この事業は、南摩ダム、取水施設及び水路等

を建設することにより、洪水調節及び流水の正

常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給を

含む。）を図るとともに、茨城県、栃木県、埼玉

県及び千葉県の水道用水の確保を行うものとす

る。 

独立行政法人 水資源機構 

南摩川、黒川及び大芦川 

約16,750千立方メートル 

（有効貯水容量約50,000千立方メートル） 

昭和44年度から平成27年度まで 

(2) 八ッ場ダム建設事業 

42



事 業 目 的 

 

 

 

 

 

 

事 業 主 体 

河 川 名 

新規利水容量 

 

予 定 工 期 

この事業は、洪水調節及び流水の正常な機能

の維持を図るとともに、茨城県、群馬県、埼玉

県、千葉県及び東京都の水道用水並びに群馬県

及び千葉県の工業用水を確保するものとする。

なお、水没関係住民の納得を得るよう努める

ものとし、その生活の安定と地域の長期的な発

展のための計画の樹立を図るものとする。 

国土交通省 

吾妻川 

約86,000千立方メートル 

（有効貯水容量約90,000千立方メートル） 

昭和42年度から平成27年度まで 

(3) 霞ヶ浦導水事業 

事 業 目 的 

 

 

 

 

 

事 業 主 体 

河 川 名 

最 大 導 水 量 

予 定 工 期 

この事業は、那珂川下流部、霞ヶ浦及び利根

川下流部を連絡する流況調整河川を建設するこ

とにより、霞ヶ浦等の水質浄化を図るとともに、

流水の正常な機能の維持を図り、茨城県、埼玉

県、千葉県及び東京都の水道用水並びに茨城県

及び千葉県の工業用水を確保するものとする。

国土交通省 

利根川、霞ヶ浦及び那珂川 

毎秒約25立方メートル 

昭和51年度から平成27年度まで 

(4) 湯西川ダム建設事業 

事 業 目 的 

 

 

 

この事業は、洪水調節及び流水の正常な機能

の維持を図るとともに、栃木県田川地域の農地

に対し必要な農業用水を確保し、茨城県、栃木

県及び千葉県の水道用水並びに千葉県の工業用
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事 業 主 体 

河 川 名 

新規利水容量 

 

予 定 工 期 

水を確保するものとする。 

国土交通省 

湯西川 

約42,200千立方メートル 

（有効貯水容量約72,000千立方メートル） 

昭和57年度から平成23年度まで 

(5) 北総中央用水土地改良事業 

事 業 目 的 

 

 

 

 

事 業 主 体 

河 川 名 

最 大 導 水 量 

予 定 工 期 

この事業は、既存の北総東部用水事業の施設

を使用するとともに新たな水路等を建設するこ

とにより、北総東部用水事業で確保した農業用

水の一部をもって、千葉県北部の農地に対し必

要な農業用水の補給を行うものとする。 

農林水産省 

利根川 

毎秒約2.3立方メートル 

昭和61年度から平成25年度まで 

(6) その他事業 

 上記の各事業のほか、河川総合開発事業として倉渕ダム建設事

業（事業主体：群馬県）及び増田川ダム建設事業（事業主体：群

馬県）を行う。 

 

(荒川水系) 

(7) 滝沢ダム建設事業 

事 業 目 的 

 

 

 

 

この事業は、洪水調節及び流水の正常な機能

の維持を図るとともに、埼玉県及び東京都の水

道用水を確保するものとする。 

なお、滝沢ダムは発電の用にも併せ供するも

のとする。 
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事 業 主 体 

河 川 名 

新規利水容量 

 

予 定 工 期 

独立行政法人 水資源機構 

中津川 

約49,000千立方メートル 

（有効貯水容量約58,000千立方メートル） 

昭和44年度から平成19年度まで 

 

この他、既に完成している次の施設の改築を行う。 

(1) 武蔵水路改築事業 

事 業 目 的 

 

 

 

 

事 業 主 体 

河 川 名 

最 大 導 水 量 

 

予 定 工 期 

この事業は、周辺の地盤沈下により低下した

利根導水路建設事業に係る武蔵水路の機能を回

復するため、同施設の改築を行うとともに、新

たに水路周辺の内水排除機能の確保・強化及び

荒川水系の水質改善を図るものとする。 

独立行政法人 水資源機構 

利根川及び荒川 

都市用水毎秒約35立方メートル 

（内水排除時毎秒50立方メートル） 

平成4年度から平成27年度まで 

(2) 印旛沼開発施設緊急改築事業 

事 業 目 的 

 

 

 

 

事 業 主 体 

河 川 名 

この事業は、印旛沼周辺の農地に対して必要

な農業用水と千葉県の水道用水及び工業用水の

供給を行う印旛沼開発施設のうち、老朽化等に

より低下した施設の機能を回復するため、同施

設の緊急的な改築を行うものとする。 

独立行政法人 水資源機構 

印旛沼 

利水のための 

利 用 水 深 
約1.0メートル 
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予 定 工 期 平成13年度から平成20年度まで 

(3) 群馬用水施設緊急改築事業 

事 業 目 的 

 

 

 

 

事 業 主 体 

河 川 名 

最 大 取 水 量 

予 定 工 期 

この事業は、赤城山南麓地域及び榛名山東麓

地域の農地に対して必要な農業用水と群馬県の

水道用水の供給を行う群馬用水施設のうち、老

朽化等により低下した施設の機能を回復するた

め、同施設の緊急的な改築を行うものとする。

独立行政法人 水資源機構 

利根川 

毎秒約19.28立方メートル 

平成14年度から平成21年度まで 

  

上記の事業のほか、既に完成している両水系の水資源開発施設の機能

診断を適時行い、更新・改築計画等を策定し、既存施設の改築等の適正

な事業管理を行う。 

 

３ その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項 

(1) この両水系に各種用水を依存している諸地域において、適切な水利

用の安定性を確保するため、将来的な地球温暖化に伴う気候変動の影

響への対応及び事故等緊急時における対応も含め、需要と供給の両面

から総合的な施策を講ずるものとする。 

(2) 渇水に対する適正な安全性の確保のため、各利水者の水資源開発水

量等を適正に反映した都市用水等の水利用調整等について具体的な対

策を講ずるものとする。併せて、異常渇水時や事故等の緊急時におけ

る対応について、平常時から関係者の理解と合意形成に努めながら対

策を確立するものとする。 

(3) 既設ダム群の連携や運用の高度化、施設更新時等を捉えた必要な施

設機能の追加等、既存施設の有効活用を適切かつ着実に推進するもの

46



とする。 

(4) 水資源の開発及び利用を進めるに当たっては、水源地域の開発・整

備に加え、上下流の地域連携を通じた地域の特色ある活性化を図るこ

と等により、関係地域住民の生活安定と福祉の向上に資するための方

策を積極的に推進するとともに、ダム周辺の環境整備、水源の保全か

ん養を図るための森林の整備等必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。 

(5) 水資源の開発及び利用に当たっては、流域での健全な水循環を重視

しつつ、治水対策、河川環境の保全及び水力エネルギーの適正利用に

努めるとともに、既存水利、水産資源の保護等に十分配慮するものと

する。 

(6) この両水系に各種用水を依存している諸地域においては、一部の地

域で過去に地下水の採取により著しい地盤沈下が発生し、現状では沈

静化傾向にあるものの、依然として地下水に対する依存度が高いこと

から、安定的な水の供給を図りつつ、地下水採取の規制とともに地下

水位の観測や調査等を引き続き行い、地下水が適切に保全・利用され

るよう一層努力するものとする。 

(7) この両水系における水資源の開発及び利用は、既に高度な状態に達

しつつあるので、次のような水利用の合理化に関する施策を講ずるも

のとする。 

① 漏水の防止、回収率の向上等の促進を図るとともに、節水の普及

啓発に努めるものとする。 

② 生活排水、産業廃水等の再生利用のための技術開発等を推進し、

その利用の促進を図るものとする。 

③ 生活環境の整備に伴い増大する下水処理水と河川流水を総合的

に運用する施策を推進するものとする。 

④ 土地利用及び産業構造の変化に対応し既存水利の有効かつ適切

な利用を図るものとする。 
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(8) 水資源の総合的な開発及び利用の合理化に当たっては、水質及び自

然環境の保全に十分配慮するとともに、水環境に対する社会的要請の

高まりに対応して水資源がもつ環境機能を生かすよう努めるものとす

る。 

(9) 本計画の運用に当たっては、各種長期計画との整合性、経済社会情

勢及び財政事情に配慮するものとする。 
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 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画 　説明資料（１）
〈都市用水（水道用水及び工業用水）の都県別・用途別需給想定一覧表〉

【需要】 （単位：m3/s）

Ｈ２７ 用途 水道用水 工業用水 都市用水

都県名 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 小計 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 小計 合計

利根川・荒川水系への依存量 9.14 8.50 14.54 33.91 24.75 56.51 147.35 11.23 1.70 2.51 2.32 9.90 0.53 28.19 175.54

他水系への依存量 0.58 -        -        -        5.88 18.40 24.85 -        -        -        -        3.68 0.07     3.75 28.60

総量 9.72 8.50 14.54 33.91 30.63 74.90 172.20 11.23 1.70 2.51 2.32 13.58 0.60 31.94 204.14

【供給】 （単位：m3/s）

Ｈ２７ 用途 水道用水 工業用水

事業名 ＼都県名 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 小計 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 小計 計画供給量
安定供給可能
量（近2/20）

戦後最大渇水
時供給可能量

思川開発 0.69 0.82 -        -        0.31 -        1.82 -        -        -        -        -        -        -        1.82 1.43 1.19
八ッ場ダム 1.09 -        0.25 0.67 1.88 5.22 9.11 -        -        -        -        0.47     -        0.47 9.58 7.53 6.26
霞ヶ浦導水 1.00 -        -        0.94 1.15 1.40 4.49 -        -        -        -        0.40     -        0.40 4.89 4.89 4.74
湯西川ダム 0.22 0.30 -        -        1.51 -        2.03 -        -        -        -        0.19     -        0.19 2.22 1.74 1.45
利根川水系計 2.99 1.12 0.25 1.61 4.85 6.62 17.45 -        -        -        -        1.06     -        1.06 18.51 15.59 13.63
滝沢ダム -        -        -        3.74 -        0.86 4.60 -        -        -        -        -        -        -        4.60 3.30 3.21
荒川水系計 -        -        -        3.74     -        0.86     4.60 -        -        -        -        -        -        -        4.60 3.30 3.21

小計 2.99 1.12 0.25 5.35 4.85 7.48 22.05 -        -        -        -        1.06 -        1.06 23.11 18.89 16.83
矢木沢ダム -        -        2.75 -        -        4.00 6.75 -        -        -        -        -        -        -        6.75 5.30 4.40
下久保ダム -        -        -        2.30 -        12.60 14.90 -        -        -        1.10 -        -        1.10 16.00 12.58 10.45
印旛沼開発 -        -        -        -        -        -        0.00 -        -        -        -        5.00 -        5.00 5.00 3.93 3.27
利根川河口堰 -        -        -        1.15 3.60 14.01 18.76 -        -        -        -        1.24 -        1.24 20.00 20.00 20.00
草木ダム -        0.30 0.52 0.54 -        5.68 7.04 -        0.30 0.60 -        -        0.98 1.88 8.92 7.01 5.83
川治ダム -        2.01 -        -        1.97 -        3.98 -        1.83 -        -        1.31 -        3.14 7.12 5.60 4.65
霞ヶ浦開発 4.38 -        -        -        1.91 1.50 7.79 14.72 -        -        -        0.85 -        15.57 23.36 23.36 22.64
房総導水路 -        -        -        -        1.80 -        1.80 -        -        -        -        -        -        -        1.80 1.42 1.18
奈良俣ダム 0.22 -        0.60 0.91 2.41 2.07 6.21 -        -        -        -        -        -        -        6.21 4.88 4.06
北千葉導水路 -        -        -        2.30 4.32 2.79 9.41 -        -        -        -        0.59 -        0.59 10.00 7.86 6.53
渡良瀬遊水池 0.51 0.48 -        0.51 0.51 0.51 2.50 -        -        -        -        -        -        -        2.50 1.97 1.63
埼玉合口Ⅱ期 -        -        -        3.70 -        0.56 4.26 -        -        -        -        -        -        -        4.26 3.35 2.78
利根中央 -        -        -        2.96 -        0.85 3.81 -        -        -        -        -        -        -        3.81 3.00 2.49
利根川水系計 5.11 2.80 3.87 14.37 16.52 44.56 87.21 14.72 2.13 0.60 1.10 8.99 0.98 28.52 115.73 100.25 89.90
浦山ダム -        -        -        2.93 -        1.17 4.10 -        -        -        -        -        -        -        4.10 2.94 2.86
荒川調整池 -        -        -        2.10 -        1.40 3.50 -        -        -        -        -        -        -        3.50 2.51 2.44
荒川水系計 -        -        -        5.03     -        2.57     7.60 -        -        -        -        -        -        -        7.60 5.46 5.30

小計 5.11 2.80 3.87 19.40 16.52 47.13 94.81 14.72 2.13 0.60 1.10 8.99 0.98 28.52 123.33 105.70 95.19
利根川水系計 -        0.08 4.26 4.68 1.10 -        10.12 -        -        1.00     -        -        -        1.00 11.12 8.74 7.26
荒川水系計 -        -        -        1.70 -        -        1.70 -        -        -        -        -        -        -        1.70 1.22 1.19

小計 -        0.08 4.26 6.38 1.10 -        11.82 -        -        1.00 -        -        -        1.00    12.82 9.96 8.45

計 8.10 4.00 8.38 31.13 22.46 54.61 128.68 14.72 2.13 1.60 1.10 10.05 0.98 30.58 159.26 134.56 120.47

地下水 1.38 4.85 4.77 6.75 2.48 -        20.23 0.13 0.27 -        -        -        -        0.40 20.63 20.63 20.63

その他 -        0.05 1.11 -        -        -        1.17 -        -        -        -        -        -        -        1.17 1.17 1.17

他水系への依存量 0.58 -        -        -        7.01 18.40 25.98 -        -        -        -        4.09 0.59     4.68 30.66 30.66 30.66

注　 １．水道用水及び工業用水の水量はそれぞれ一日最大取水量である。ただし、農業用水合理化事業に伴う水量はかんがい期平均である。
　　 ２．水道用水の水量は簡易水道分を含んでいる（栃木、群馬及び千葉。）
　　 ３．「安定供給可能量(近2/20)」は、利根川及び荒川について、これらの河川の近年2/20に相当する昭和62年度を想定して計算している。
　　 ４．「安定供給可能量(近2/20)」及び「戦後最大渇水時供給可能量」とは、一定の前提条件下でのシミュレーションをもとにした供給可能量である。
 　　５．「安定供給可能量(近2/20)」とは、近年の20年に２番目の渇水年において、河川に対してダム等の水資源開発施設による補給を行うことにより、年間を通じて供給が可能となる水量のことである。
　　 ６．「戦後最大渇水時供給可能量」とは、戦後最大の渇水であった年において、河川に対してダム等の水資源開発施設による補給を行うことにより、年間を通じて供給が可能となる水量のことである。
　　 ７．江戸川・中川緊急暫定（現在、東京都水道用水5.33m3/s、千葉県水道用水1.46m3/sを取水）については、渇水等緊急時において東京都及び千葉県が活用することにより、上流ダム群の貯水量の節約を図り、利根川全体の利水安全度の向上を図るものとする。
　　 ８．四捨五入の関係で合計があわない場合がある。
　　 ９．その他事業とは、倉渕ダム、増田川ダム、桐生川ダム、黒部川総合開発、権現堂調整池、道平川ダム、松田川ダム、四万川ダム、中川一次・二次合理化、広瀬桃木用水合理化、坂江戸合理化（利根川水系）、及び有間ダム、合角ダム（荒川水系）等である。

10.　既に工業用水として手当てされている水源は、安定供給可能量が低下してきている近年の状況を踏まえた渇水対応など将来における地域の発展のために活用されることとなっている。
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利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画 　説明資料（２）
〈農業用水の都県別需給想定一覧表〉

【需要】 （単位：m3/s）
Ｈ２７ 用途

都県名 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 小計

新規需要想定 　　-  　  0.33 　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  0.33

【供給】 （単位：m3/s）
Ｈ２７ 用途

事業名 ＼都県名 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 小計

新規 湯西川ダム 　　-  　  0.33 　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  0.33

小計 　　-  　  0.33 　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  0.33

開発水量 矢木沢ダム 　　-  　  　　-  　  7.99 　　-  　  　　-  　  　　-  　  7.99

（既計画手当済み）印旛沼開発 　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  2.00 　　-  　  2.00

利根川河口堰 　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  2.50 　　-  　  2.50

草木ダム 　　-  　  1.58 1.87 　　-  　  　　-  　  　　-  　  3.45

川治ダム 　　-  　  1.19 　　-  　  　　-  　  2.28 　　-  　  3.47

霞ヶ浦開発 18.13 　　-  　  　　-  　  　　-  　  1.43 　　-  　  19.56

奈良俣ダム 　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  0.69 　　-  　  0.69

小計 18.13 2.77 9.86 　　-  　  8.90 　　-  　  39.66

その他事業 小計 　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  　　-  　  

合　　計 18.13 3.10 9.86 　　-  　  8.90 　　-  　  39.99

注　１．農業用水の水量は夏期かんがい期間の平均取水量である。

農　　　　　　　　業　　　　　　　　用　　　　　　　　水　

農　　　　　　　　業　　　　　　　　用　　　　　　　　水　




